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私
た
ち
の
生
活
を
豊
か
で
楽
し
い
も

の
と
す
る
に
は
、
政
治
を
立
派
な
も
の

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

き
れ
い
な
政
治
が
行
わ
れ
る
に
は
、
明

る
く
正
し
い
選
挙
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
年
も
、
選
挙

管
理
委
員
会
・
明
る
い
選
挙
推
進
協
議

会
で
は
、
選
挙
啓
発
推
進
事
業
の
一
環

と
し
て
「
明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
・

標
語
作
品
募
集
」
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
皆
さ
ん
の
日
常
生
活

や
学
校
で
の
授
業
を
通
じ
て
得
た
政
治

や
選
挙
に
関
す
る
知
識
、
考
え
を
ポ
ス

タ
ー
・
標
語
に
あ
ら
わ
し
て
い
た
だ

き
、
明
る
い
選
挙
の
推
進
に
役
立
て
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

今
年
も
た
く
さ
ん
の
応
募
作
品
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
応
募
資
格

　

小
・
中
・
高
校
生
、
一
般
の
方
で
市

内
在
住
・
在
学
の
方

●
応
募
方
法

　

市
内
の
学
校
へ
通
学
し
て
い
る
方
は
、

各
学
校
を
と
お
し
て
、
市
外
の
学
校
へ

通
学
し
て
い
る
方
と
一
般
の
方
は
直
接

選
挙
管
理
委
員
会
へ
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
作
品
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
は
裏
面

右
下
に
、
標
語
は
作
品
の
左
横
に
、

小
・
中
・
高
校
生
は
学
校
名
、
学
年
、

氏
名
（
ふ
り
が
な
）
を
、
一
般
の
方
は

住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
電
話
番

号
、年
齢
を
必
ず
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

●
締
切

　

平
成
22
年
９
月
３
日
（
金
）
必
着

※
作
品
は
自
由
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
応
募
作
品
は
お
返
し
で
き
ま

せ
ん
。
第
１
次
審
査
（
市
審
査
）
で
入

選
し
た
作
品
は
第
２
次
審
査
（
県
審

査
）
へ
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
入
選
作
品
は
、
作
成
者
の
市
名
・

学
校
名
・
学
年
及
び
氏
名
を
公
表
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

　
　

政治
家は有権者に寄附を

政治
家から有

権者への寄附は

有権
者は政治家に寄附を

ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは禁止されています。
有権者が求めてもいけません。

参議院議員通常選挙
7月11日(日)

松戸市議会議員一般選挙
11月21日(日)

●一人一点
●内容　明るい選挙の推進をあらわすもの
●規格　画用紙四ツ切(542mm×382mm)
　　　　八ツ切(382mm×271mm)
　　　　もしくはそれに準じる大きさ
　　　　※描画材料は自由です

●一人二点以内（自作のもの）
●20字以内
●内容　①きれいな選挙の推進をあらわすもの
　　　　②棄権防止の呼びかけをあらわすもの
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投票日当日のご連絡は　047－366－7222（午前7時～午後8時30分）

選挙公報は、朝日・産経・千葉日報・東京・日本経済・毎日・
読売の各紙朝刊に折り込みましたが、各支所・市民センター・図
書館などにも用意していますので、ご利用ください。

選挙公報

参議院議員通常選挙
投票日です。投票日です。

平成2年7月12日までに生まれ、平成22年3月23日まで
に本市に転入の届け出をし、引き続き居住している方。（本市の選
挙人名簿に登録されている方）

身体が不自由なため、投票所で自ら投票用紙に記載できない方に
代わって、投票所係員が代理記載する代理投票の制度がありま
す。 あらかじめ選任された二人の係員が立ち会いますので、安心
して投票できます。
また、目の不自由な方のためにも、投票所には点字器・点字用投
票用紙を備えてありますので、投票所の係員に申し出てください。

代理投票制度

投票できる方

開票は7月11日（日）午後9時15分から、松戸運動公園体育館で
行います。

開票

平成22年6月18日までに市内転居の届出をした方は、新住所
地の投票所で投票できます。 6 月19日以降に市内転居した方は、
前住所地の投票所で投票することになります。

市内転居した方

投票所整理券
投票所整理券（緑色で印刷）は、三つ折りの圧着ハガキで、各世帯
の世帯主あてに郵送しています。表面をはがすと、一枚のハガキに
同一世帯の最大 4 人までが記載されています。投票日当日または
期日前投票の際は、各自それぞれ切り離してお持ちください。
なお、投票所整理券は、投票所で皆様がスムーズに投票が出来る
様に発行するものです。 万一、ハガキを紛失したり、まだ届いてい
ない方でも、本市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票
できますので、投票所の係員に申し出てください。

※投票所整理券は、本人以外は使用できません。他の方が使
用すると罰せられます。

参議院議員通常選挙は、投票日当日投・開票
速報を携帯電話から閲覧できます。

下記のアドレス（携帯電話用）または右記QRコードを
読み込むことで閲覧できます。
http://www.senkyo-sokuho.net/index-i.html

候補者氏名を書い
て投票箱へ

候補者氏名又は政党名を
書いて投票箱へ

薄い黄色の投票用紙

○本○郎 ○本○子 △△党

千葉県選出議員選挙
白色の投票用紙

比例代表選出議員選挙
参加します
わたしも政治に
選挙から

（千葉県統一標語）

7月11日（日）は

  
 

　 

　

　

　


